
 

 
第第1100節節  農農産産物物のの付付加加価価値値向向上上  

 
 
農林⽔産物・⾷品の付加価値向上のためには、品種や技術、⾷⽂化等の優れた知的財産

の創出とその保護・活⽤によるブランド化等の取組が重要です。しかしながら、我が国で
は、農業分野における知的財産の価値・保護・活⽤に係る認識等が⼗分ではなく、得られ
るべき利益を逸している事例が確認されています。また、今後、海外市場も視野に⼊れて
いく中で、知的財産を適切に保護・活⽤することが重要となっています。 

このようなことから、新たな基本計画では、付加価値向上に向けた取組として、(1)⾼い
品質を有する品種の開発・導⼊促進、(2)農産物を活⽤した新たな事業の創出の促進等1、
(3)知的財産の保護及び活⽤の推進、(4)付加価値の⾼い品⽬の輸出等2の四つが位置付けら
れました。 

本節では、このうち主に知的財産の保護・活⽤、新しい品種の導⼊促進の取組について
紹介します。 
 

((11))  知知的的財財産産のの保保護護・・活活⽤⽤のの推推進進  
((我我がが国国のの農農業業・・農農産産物物のの競競争争⼒⼒強強化化にに向向けけたた知知財財ササイイククルルのの確確⽴⽴))  

我が国の農林⽔産・⾷品分野は、優れた品種、⾼い技術やノウハウ、特有の⾷⽂化等の
「知的財産」によって、諸外国に類を⾒ない特質・強みを有しています(図図表表22--1100--11)。 

改正基本法においては、このような知的財産の保護・活⽤が、農産物の輸出促進、付加
価値向上・創出を図るための施策として明確に位置付けられました。 

このような⽅向に即し、知的財産を戦略的に保護・活⽤し、農産物の付加価値を⾼める
とともに、知的財産を「稼ぎ」につなげ、得られた利益を新たな品種や技術等の開発へ投
資し、農業・農産物の競争⼒強化につなげる知財サイクルの確⽴を図ることが重要となっ
ています。 

 

 
 

1 第6章第4節等を参照 
2 第3章第2節等を参照 

図表2-10-1 農林⽔産・⾷品分野における知的財産の種類 

資料：農林⽔産省作成 
 

○植物新品種 ○地理的表示 ○古くからある植物品種

○発明

○商標

○考案

○意匠

(栽培技術や独自の資材)

(商品のマーク・ブランド)

(物品の形状・構造又はその
組合せに係る考案)

(物品の美しい外観、使い勝手の
良い外観)

(地域で育まれた伝統と特性を有する
農林水産物・食品の名称)

○営業秘密

○限定提供データ

○家畜の遺伝資源

(秘密管理性、有用性、非公知性の
要件を満たすもの)

(特定の者に販売するため蓄積・管理
される画像データ等)

○食文化・伝統文化

○生産・保存製造・技術

○ブランド

(地域ブランド・農産品ブランド等)

法定された知的財産 その他重要な知的財産

 

((⾏⾏政政⼿⼿続続のの効効率率化化及及びび利利便便性性のの向向上上にに向向けけたたデデジジタタルル技技術術のの⾼⾼度度活活⽤⽤))  
我が国の⼈⼝構造の変化に伴い、多くの業界・分野で業務従事者数の減少・⾼齢化が進

⾏しており、地⽅公共団体を含む⾏政においても、この傾向は顕著に表れています。これ
までの⼈⼿に頼るやり⽅を抜本的に改め、デジタル技術を⾼度活⽤し、業務効率化に取り
組むことが重要です。 

令和6(2024)年6⽉に閣議決定した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においては、
「デジタルの可能性を最⼤限引き出し、社会課題の解決を図りつつ、我が国全体のデジタ
ル競争⼒が底上げされ、成⻑していく持続可能な社会を⽬指す」とされており、そのため
に、「制度・業務・システムの最適化されたあるべき姿を構想し、三位⼀体で改⾰を進めて
いく」こととされています。 

農林⽔産省においては、これまで「農林⽔産省共通申請サービス(eMAFF
イ ー マ フ

)」「農林⽔産
省地理情報共通管理システム(eMAFF

イ ー マ フ
地図)」といったシステムを構築し、⾏政⼿続のオン

ライン化、利便性の向上に取り組んできました。eMAFFについては、費⽤対効果の観点、
利⽤者視点での利便性向上や⾏政運営効率化の観点からより適したシステムとなるよう、
⾒直しに取り組んでいるところです。また、eMAFF地図についても、現地確認業務の効率
化等に向けて利活⽤の向上に取り組んでいます。 

 
((農農林林⽔⽔産産⾏⾏政政がが保保有有すするるデデーータタのの活活⽤⽤にに向向けけたた環環境境整整備備等等をを推推進進))  

農林⽔産業の⽣産・経営やそれらを取り巻く社会情勢の変化・多様化が加速する中、⾏
政においてもデータを活⽤してその変化を的確に捉え、政策運営に活かしていくことの重
要性が⾼まっています。農林⽔産省では、令和5(2023)年10⽉に策定した、「農林⽔産省デ
ータマネジメント・データ活⽤基本⽅針書」に基づき、データの集約・適切な管理を効率
的に進めるデータマネジメント推進施策とデータ活⽤⼈材の育成等を⾏うデータ活⽤推進
施策を両輪の取組として実施することとしています。 

令和7(2025)年3⽉には、データマネジメント推進施策として、「データ活⽤基盤」を構
築しました。引き続き、データ可視化・分析におけるデータ準備作業等の効率化に向けて、
農林⽔産⾏政が保有するデータの「データ活⽤基盤」への集約・蓄積に取り組んでいきま
す。 

今後も、様々なデータと連携した⾼度な分析が可能となるよう、分析しやすい形式での
データの集約・蓄積を進めるとともに、その組織的活⽤に向けたBIツール1等の研修を⾏う
ことで農林⽔産省におけるデータマネジメント及びデータ活⽤を進めていくこととしてい
ます。 

 
1 BIは、Business Intelligenceの略で、様々なデータを基に分析・可視化し、業務等における意思決定に役⽴てるソフトウェア・ツー

ル 
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((育育成成者者権権管管理理機機関関のの取取組組をを推推進進))  
優良品種の育成者権者である公的機関等が、海外現地で育成品種の無断栽培を監視し、

侵害対応を実施することは難しい現状にあります。 
このため、育成者権者に代わって海外での品種登録出願やライセンスを⾏うとともに、

警告・差⽌等の侵害対応やこれらの助⾔・⽀援を⾏う育成者権管理機関の取組を、農研機
構、JA全農、⼀般社団法⼈⽇本種苗協会

にほんしゅびょうきょうかい
、公益社団法⼈農林⽔産

のうりんすいさん
・⾷ 品

しょくひん
産 業

さんぎょう
技術
ぎじゅつ

振興
しんこう

協 会
きょうかい

(JATAFF)等が連携して、令和5(2023)年度から開始しました(図図表表22--1100--22)。今後、
この取組を通じ、海外現地のライセンス先が実効的な監視を⾏うことで、現地制度に基づ
く差⽌等の法的措置も講じやすくなっています。 

((ココララムム))  新新たたなな品品種種管管理理にによよりり、、ブブラランンドド化化にに成成功功  
登録品種の種苗の流出防⽌の実効性を⾼めるには、権利者が登録品種の種苗の厳格な管理を⾏い、

無断での増殖・販売・輸出等の侵害⾏為の発⽣を未然に防ぐことが重要です。また、権利者による
優良品種の種苗の管理の強化は、当該品種を利⽤する農業者・地域ぐるみのブランド化の取組にも
つながります。このような背景を踏まえ、⼀部の地⽅公共団体では、海外・産地外への品種流出防
⽌や優良品種を活⽤した産地ブランド化を推進するため、様々な取組が⾏われています。 

例えば⻑野県では、平成31(2019)年に品種登録を⾏ったぶどうの新品種である「⻑果
ちょうか

G11」(商標
名「クイーンルージュ」)について、種苗の購⼊者を、事前に同県との直接契約⼜は農協を通じて誓
約書を提出した同県内の⽣産者に限定するとともに、苗⽊を予約販売とすることで、余剰苗⽊の発
⽣を抑制しています。また、⾃家増殖の禁⽌や、購⼊した苗⽊本数の実績報告を求めるなど、販売
後も徹底した管理を⾏っています。 

また、⼭形県では、令和2(2020)年に品種登録を⾏ったおうとうの新品種である「⼭形
やまがた

Ｃ12号
ごう

」(商
標名「やまがた紅

べに
王
おう

」)について、同県内の果樹で初めて⽣産者登録制度を導⼊し、登録された⽣産
者のみに苗⽊の購⼊、栽培を認めています。登録要件には、剪定

せんてい
枝

し
の処分や第三者への穂⽊・苗⽊

の譲渡禁⽌といった、苗⽊の無断増殖を防ぐ内容に加えて、新規栽培には⼀定本数以上の苗⽊を導
⼊することを義務化するなど、出荷量の早期安定確保によるブランド化に向けた内容も盛り込まれ
ています。また、同品種では、⼤きさと⾊の品質基準を定めており、⼀定の基準を満たす果実にの
み商標を使⽤した販売が認められています。 

優良でブランド価値の⾼い品種の種苗については、厳格な管理に当たって必要となる苗⽊業者や
農業者等の負担・コストの増加にも留意しつつ、侵害・流出のリスクや国内・地域農業への影響、
管理による費⽤対効果を踏まえ、新品種の⽣産性や市場性に応じた品種ごとの管理・活⽤を検討し
ていく必要があります。 
 

ブブラランンドド化化がが進進むむ「「⼭⼭形形ＣＣ1122号号」」  
資料：⼭形県 
 

「「⻑⻑果果GG1111」」のの種種苗苗のの適適切切なな管管理理
をを呼呼びび掛掛けけるるチチララシシ  

資料：⻑野県 
 

 

((過過去去にに流流出出ししたた品品種種のの⽣⽣産産拡拡⼤⼤にによよりり利利益益がが逸逸失失))  
果物や野菜を始めとした我が国の優れた品種は、

世界的に⾼く評価され、輸出も増加しています。 
しかしながら、過去には、農業分野における知的

財産の価値に対する認識や保護・活⽤に関する知識
が⼗分ではないことにより、我が国の開発した品種
が海外へ流出し、得られるべき利益を逸している事
例が複数確認されています。また、近年では、過去
に流出した品種の流出先国における⽣産が拡⼤し、
同国から品質が低く割安な⽣産物が輸出されること
で、我が国からの輸出可能性が低下するといった状
況につながっています。 

 
((社社会会情情勢勢のの変変化化にに対対応応ししたた品品種種のの開開発発・・保保護護・・活活⽤⽤をを推推進進))  

令和2(2020)年の種苗法改正により、登録品種の種苗の海外持ち出しや⾃家増殖に育成
者権者の許諾を要することとなり、農業現場からの品種流出には⼀定の抑⽌が図られまし
た。 

他⽅、近年、オンライン取引の増⼤に伴う種苗の流通ルートの多様化が、新たな流出リ
スクとなっていることから、令和6(2024)年3⽉から、その対応⽅向について議論がなされ、
同年6⽉に有識者により「デジタル化の進展等に対応した優良品種の保護・活⽤に向けた
対応⽅向(提⾔)」が取りまとめられたところです。同提⾔では、権利者による管理や権利
⾏使の実効性を⾼めるための⽀援の充実や環境・枠組みの整備を進め、費⽤対効果にも留
意しつつ、総合的・複合的に侵害⾏為の未然防⽌に向けた対応、侵害⾏為に対する実効的
な対応を講ずる必要があるとしています。 

また、改正基本法や新たな基本計画の具体化に向け、優良品種の保護や管理を徹底しつ
つ、マーケットニーズに即した開発・普及を進めるとともに、権利者による優良品種の開
発・普及に資する利⽤者に応じた戦略的な許諾料設定を通じ、新たな知的財産の創出につ
なげることで、国内産地の振興や農林⽔産物の輸出に寄与していく必要があります。 

このような新たな基本計画の⽅向に則しながら、我が国農業の稼ぐ⼒の強化に向けた優
良品種の戦略的な管理・活⽤等について、制度的枠組みの整備も含め同提⾔を踏まえた検
討を⾏っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海海外外ににおおいいてて販販売売がが確確認認さされれたた  
外外国国産産シシャャイインンママススカカッットト  
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(JATAFF)等が連携して、令和5(2023)年度から開始しました(図図表表22--1100--22)。今後、
この取組を通じ、海外現地のライセンス先が実効的な監視を⾏うことで、現地制度に基づ
く差⽌等の法的措置も講じやすくなっています。 

((ココララムム))  新新たたなな品品種種管管理理にによよりり、、ブブラランンドド化化にに成成功功  
登録品種の種苗の流出防⽌の実効性を⾼めるには、権利者が登録品種の種苗の厳格な管理を⾏い、

無断での増殖・販売・輸出等の侵害⾏為の発⽣を未然に防ぐことが重要です。また、権利者による
優良品種の種苗の管理の強化は、当該品種を利⽤する農業者・地域ぐるみのブランド化の取組にも
つながります。このような背景を踏まえ、⼀部の地⽅公共団体では、海外・産地外への品種流出防
⽌や優良品種を活⽤した産地ブランド化を推進するため、様々な取組が⾏われています。 

例えば⻑野県では、平成31(2019)年に品種登録を⾏ったぶどうの新品種である「⻑果
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G11」(商標
名「クイーンルージュ」)について、種苗の購⼊者を、事前に同県との直接契約⼜は農協を通じて誓
約書を提出した同県内の⽣産者に限定するとともに、苗⽊を予約販売とすることで、余剰苗⽊の発
⽣を抑制しています。また、⾃家増殖の禁⽌や、購⼊した苗⽊本数の実績報告を求めるなど、販売
後も徹底した管理を⾏っています。 
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の譲渡禁⽌といった、苗⽊の無断増殖を防ぐ内容に加えて、新規栽培には⼀定本数以上の苗⽊を導
⼊することを義務化するなど、出荷量の早期安定確保によるブランド化に向けた内容も盛り込まれ
ています。また、同品種では、⼤きさと⾊の品質基準を定めており、⼀定の基準を満たす果実にの
み商標を使⽤した販売が認められています。 

優良でブランド価値の⾼い品種の種苗については、厳格な管理に当たって必要となる苗⽊業者や
農業者等の負担・コストの増加にも留意しつつ、侵害・流出のリスクや国内・地域農業への影響、
管理による費⽤対効果を踏まえ、新品種の⽣産性や市場性に応じた品種ごとの管理・活⽤を検討し
ていく必要があります。 
 

ブブラランンドド化化がが進進むむ「「⼭⼭形形ＣＣ1122号号」」  
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海海外外ににおおいいてて販販売売がが確確認認さされれたた  
外外国国産産シシャャイインンママススカカッットト  
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待されています。 
 

((和和⽜⽜遺遺伝伝資資源源のの管管理理・・保保護護をを推推進進))  
和⽜は関係者が⻑い年⽉をかけて改良してきた我が国固有の貴重な財産であり、和⽜の

改良を継続的・効果的に促進し、国内の⽣産振興や和⽜⾁の輸出拡⼤を図るためには、精
液等の遺伝資源の適正な流通管理を⾏い、知的財産としての価値を保護することが重要で
す。 

農林⽔産省では、和⽜遺伝資源の⽣産事業者と、その譲渡先との間で、使⽤者の範囲等
について制限を付す契約を普及させることにより、知的財産としての保護を図り、和⽜遺
伝資源の管理・保護を推進しています。 

また、令和5(2023)年度には、家畜改良増殖法に基づき、全国の家畜⼈⼯授精所1,049か
所への⽴⼊検査を実施し、法令遵守の徹底を図りました。 

 
((新新たたにに1166産産品品ががGGII登登録録))  

地理的表⽰(GI1)保護制度は、その地域ならではの⾃然的、⼈⽂的、社会的な要因の中で
育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保
護する制度です。同制度は、国による登録によりそのGI産品の名称使⽤の独占が可能とな
り、模倣品が排除されるほか、産品の持つ品質、製法、評判、ものがたり等の潜在的な魅
⼒や強みを「⾒える化」し、GIマークと相まって、効果的・効率的なアピール、取引にお
ける説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツールとして機能するものです。 

国内のGI登録産品については、令和6(2024)年度は菓⼦類で初の登録となったちんすこ
うを含め新たに16産品が登録され、これまでに登録された国内産品は、令和7(2025)年3⽉
末時点で計161産品となりました(図図表表22--1100--33)。 

また、⽇EU・EPAにより、⽇本側108産品、EU側121産品が相互に保護され、⽇英EPA
により、⽇本側109産品、英国側59産品が相互に保護されています2。このほか、⼆国間の
協⼒に基づき、タイとの間で⽇本側6産品、タイ側3産品、ベトナムとの間で⽇本側3産品、
ベトナム側2産品が登録されています。 

農林⽔産省では、農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤、所得、地域活⼒の向上に資するよう同
制度の活⽤を推進しています。また、GI産品やその加⼯品へのGIマーク活⽤の働き掛けや、
観光業を始めとするGI産品と他業種とのコラボレーションを通じて、GIやGIマークを露
出する機会を増やし、実需者の認知・価値を向上させていくこととしています。 

くわえて、海外ECサイトにおける国内GI登録名称等の不正使⽤調査を実施し、その結
果を踏まえ、ECサイトに対して不正使⽤の削除を求めるなどの対策を実施しています。 

 

 
1 Geographical Indicationの略 
2 ⽇EU・EPA、⽇英EPAで相互に保護されている産品数については、いずれも酒類を除く。 

 

育成者権管理機関の法⼈化に向けた業務基盤を整備するため、農林⽔産省では令和
6(2024)年度において、優良品種の果樹の種苗について、適切な流通管理ができるシステ
ムの開発や、海外ライセンス契約に向けた現地の種苗法や⺠法等の法令制度及びその運⽤
実態や商慣習等の調査等の⽀援を⾏いました。 

さらに、育成者権者が我が国の品種の無断栽培を実効的に抑⽌しつつ、国内農業の振興
や輸出促進に寄与する戦略的な海外ライセンスを⾏うための指針として、令和5(2023)年
12⽉に「海外ライセンス指針」を策定しました。 

これを受けて同指針に則したライセンスの実現に向け、専⾨家の助⾔を受けて⾏う交渉
加速化等の取組を⽀援することとしています。具体的には、品種保護制度の有無、ライセ
ンスビジネスの成熟度等を考慮して⽣産国を選ぶとともに、我が国の輸出促進に理解のあ
るパートナーを選定します。また、契約に当たっては、収穫物の⽣産から販売までのルー
トの特定、収穫物の輸出競合市場への出荷制限、種苗の増殖・転売の制限や流出時のペナ
ルティ措置等により保護・管理を徹底します。 

 

 
 

((海海外外ででのの我我がが国国品品種種のの登登録録迅迅速速化化ののたためめ、、審審査査協協⼒⼒をを推推進進))  
我が国の植物品種の諸外国・地域における侵害に対処するためには、当該国・地域にお

いて品種登録が⾏われることが不可⽋です。このため、我が国は、「植物の新品種の保護に
関する国際条約」(UPOV

ユ ポ フ
1条約)の枠組みの下、加盟国・地域が、相⼿国・地域からの出願

品種の審査に当たり、その相⼿国・地域における審査結果を活⽤する審査協⼒を進め、円
滑な審査や迅速な登録を推進しています。 

令和7(2025)年2⽉には、農林⽔産省と英国環境・⾷料・農村地域省との間で、「⽇英審
査協⼒覚書」について署名を⾏いました。この結果、覚書に署名した国・地域は19となり
ました。このような取組により、我が国からの出願品種の審査に当たり、当該国・地域は
我が国の品種登録審査結果を⽤いることが可能となりました。我が国からの輸出拡⼤に向
け、当該国・地域での審査期間の短縮による我が国における優良品種の保護の迅速化が期

 
1 Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétalesの略。英語表記は、International Union for the Protection of New 

Varieties of Plantsで、植物新品種保護国際同盟のこと 

図表2-10-2 育成者権管理機関のイメージ 

資料：農林⽔産省作成 
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図表2-10-3 令和6(2024)年度のGI登録産品(続き) 

・葉の表が緑⾊で裏が⾚紫⾊という全国的にも類を⾒ない「⽚⾯
紫蘇」。葉に厚みがあるため、⼀般的な「しそ」に⽐べ、葉⼀
枚当たりの重量が1.2〜1.8倍で、⾹りが強い。 

・塩蔵品は、漬物等の強い発⾊を促し、⾹りも強いため、「紀州
きしゅう

南
なん

⾼梅
こうばい

」の原料として⽤いられている。また、地域で商品化
した「しそジュース」は⼈気の特産品として定着している。 

川川井井⾚⾚ししそそ((岩岩⼿⼿県県)) 
 

泉泉州州⽔⽔ななすす((⼤⼤阪阪府府)) 

益益⽥⽥アアムムススメメロロンン((島島根根県県)) 

・絞ると⽔が滴り落ちるほど多くの⽔分を含み、昔は⽥畑
の⽚隅に植え、炎天下の農作業時に喉の渇きを癒したと
⾔われる。果⽪と果⾁が柔らかで、ほのかな⽢みがあり、
あくが少ないのが特徴 

・泉 州
せんしゅう

地域を代表するブランド野菜であり、漬物や郷⼟
料理に使⽤されるなど地域の⾷⽂化に定着しており、⼤
阪を代表する⼟産物・贈答品としても⼈気 
 

・⼤⽟で⽢く、果汁が豊富なことに加え、果⽪近くまで柔らか
く可⾷部が多い。 

・贈答⽤として⼈気があるほか、品質も安定しているため市場
で⾼く評価されており、益⽥

ま す だ
といえばアムスといわれるほど

地域を代表する名産品となっている。 

資料：農林⽔産省作成 
 

⾼⾼⼭⼭ききゅゅううりり((群群⾺⾺県県)) 

・⼀般的な「きゅうり」の3〜4倍と⼤きく、淡い⻩緑⾊で⽩
くかすれた外観を呈し、⻘臭さが控えめで、⽣⾷ではシャキ
シャキとした⻭ごたえと、炒めても独特の⾷感とみずみずし
さがある。 

・独特の形態と⾷味を求め、遠⽅よりわざわざ買い求めに来る
者も多く、さらに近年では、⼤⼿流通・宅配業者を通じ全国
規模で認知が広がっている。 

⼗⼗勝勝若若⽜⽜((北北海海道道)) 京京賀賀茂茂ななすす((京京都都府府)) 

・⿊⽑和種特有の脂肪交雑由来による柔らかさとは異なり、き
め細かさによる柔らかな⾁質で、噛

か
みしめると旨みに富む⾁

のジューシーさが特徴の⾚⾝⽜⾁である。ヘルシーな⾚⾝⾁
として需要者からの引き合いも強く、⼀般的なホルスタイン
種の⽜⾁と⽐較して⾼値で取引されている。 

・正円形でヘタに⼤きな棘
とげ

があり、⿊光りする紫⾊の外観を
特徴とする⼤型の丸なすである。⾁厚でとろみが強いものの
加熱しても煮崩れしないため、地域の伝統料理である「なす
の⽥楽」を始め会席料理等でも重宝され、市場や料亭等の実
需者からも⾼く評価されている。 

 

 

図表2-10-3 令和6(2024)年度のGI登録産品 

資料：農林⽔産省作成 
 

・軟⽩部分が太くて柔らかく、加熱すると⽢くとろ
けるような⾷感を持つ。 

・⾷味重視のブランドねぎとして需要者から⾼く評
価されており、⼀般的な⽩ねぎより⾼値で取引さ
れている。 
 

伯伯州州美美⼈⼈((⿃⿃取取県県)) 
 

揖揖保保乃乃⽷⽷((兵兵庫庫県県)) 

ちちんんすすここうう((沖沖縄縄県県)) 

・茹で伸びしにくく滑らかな⾆触りとコシのある
⻭切れの良い⾷感を有する。 

・⼿延素麺では⽇本⼀の⽣産量を誇るなど、名品
として⾼い認知を得ている。 

 

・サクサクとした⾷感と⼝溶けの良さを併せ持ち、
濃厚で独特の⾵味を持つ沖縄の伝統的な焼き菓⼦
である。 

・そのルーツは琉球王朝時代まで遡り、現在は沖縄
らしい⼟産品として⼈気が⾼く、全国的な知名度
を有している。 
 

かかづづのの⽜⽜((秋秋⽥⽥県県)) 
・希少な⽇本短⾓種で、脂肪分が少なく、美味しさの

素となる遊離アミノ酸を多く含むことが特徴 
・適度な⻭ごたえや、嚙

か
むごとに増す味わいが実需者

や消費者から⾼評価。全国的に短⾓種の⽣産が減少
傾向にある中、出荷頭数は増加傾向 
 

くくままももとと踊踊るる丹丹頂頂((熊熊本本県県)) 
・花茎⼀本ずつに異なる曲がりの形状。独創的な表現

を求められる⽣け花やアレンジメントで重宝され、
曲りのないものより⾼値で取引されている。 

・令和4(2022)年にオランダで開催されたアルメーレ国
際園芸博覧会の球根類部⾨で銀賞を受賞するなど、
海外でもその独創性と品質が⾼く評価されている。 
 

豊豊橋橋花花穂穂((愛愛知知県県)) 
・鮮やかな⾚紫⾊の花弁と爽やかな⾹りを持つ紫蘇花

穂である。品質の⾼さと周年供給体制が⾼く評価さ
れ、国内では東京中央卸売市場における花穂の取扱
量のトップを誇る。 

・20年ほど前からEUや⽶国等複数の国に輸出、近年の
⽇本⾷ブームで引合いが強くなっている。 
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((知知的的財財産産のの戦戦略略的的なな活活⽤⽤をを推推進進))  
農林⽔産・⾷品分野では、以前から、開発品種や栽培技術の普及が重視されてきたこと、

国内市場を主なターゲットとしてきたこと等から、品種や技術等の知的財産を、財産や権
利として捉え、戦略的に保護・活⽤することで、ブランド化や国際競争⼒の強化につなげ
るといった意識がいまだ⼗分に醸成されていない状況です。 

このため、同分野への知的財産の保護・活⽤に関する意識の浸透に向け、令和6(2024)
年度から関係者を対象とした農業分野の知的財産の基礎を学ぶオンライン講座を開設する
とともに、農業現場に適した助⾔ができる専⾨⼈材の育成に取り組んでいます。また、農
業分野の知的財産に明るい次世代⼈材の育成に向け、学⽣や農業現場等に対して農林⽔
産・⾷品分野の知的財産の出張講座の拡⼤を図っています。 

海外における我が国の農林⽔産物・⾷品の知的財産の保護に向けた対応も強化していま
す。農林⽔産省では、我が国の農林⽔産物・⾷品の海外での模倣品がジャパンブランドの
毀損や輸出促進の阻害要因となることから、外務省、独⽴⾏政法⼈⽇本

に ほ ん
貿易
ぼうえき

振興
しんこう

機構
き こ う

(以下
「JETRO

ジ ェ ト ロ
」という。)の関係省庁等と連携して、10か国・地域の輸出⽀援プラットフォー

ム1内に模倣品疑義情報に関する相談窓⼝を設置しました。窓⼝では既に海外展開している

 
1 第3章第2節を参照 

((11))  ⻑⻑年年のの栽栽培培のの歴歴史史とと品品質質のの⾼⾼ささがが評評価価さされれ「「ああらら川川のの桃桃」」ががGGII登登録録  
和歌⼭県紀

き
の川市

か わ し
桃⼭町
ももやまちょう

及び⽵房
たけぶさ

では、江⼾時代からの栽培技術の積重ねにより⾼品質なももを
⽣産しています。また、ももの花の季節には桃源郷を思わせる絶景が地域の⾵物詩となっています。
市内のもも⽣産農家や⽣産組合等で構成される「あら川

かわ
の桃

もも
振興協
しんこうきょう

議会
ぎ か い

」では、「あら川の桃」と
して全国的に⾼い知名度を持つ同地域のももについて、ブランド保護と認知度の更なる向上を図る
ため、GI登録の申請を⾏いました。そして、その⽣産の歴史と栽培技術の積重ねによる、美しい外
観や良好な⾷味が評価され、令和5(2023)年7⽉にももでは初めて登録されました。 

 
((22))  GGIIママーーククをを積積極極的的にに活活⽤⽤ししたたPPRR活活動動のの実実施施  

GIには、地域と結び付いた産品の潜在的な魅⼒や強みが可視化されることで、その産品の価値が
消費者に伝わり差別化され、ブランド価値の維持・向上につながるといった効果があります。 

同協議会が、GI登録を販売促進につなげるために実施した、SNSへの写真投稿キャンペーンは、
直売所で購⼊したももや、ももの花畑といった、多くの投稿で盛り上がりを⾒せました。また、⼤
⼿⼩売と連携したスイーツの商品パッケージへのGIロゴマークの表⽰、直売所へのポスターの掲⽰
等により、「あら川の桃」がGI産品であることを消費者に積極的に周知する取組を⾏っています。 

また、「あら川の桃」は、東南アジア等を中⼼に海外への輸出が⾏われており、GI産品であるこ
とによる海外でのブランド価値向上や販路拡⼤が期待されています。 

((事事例例))  GGIIをを活活⽤⽤ししたたPPRR活活動動にによよるる販販売売戦戦略略をを実実施施((和和歌歌⼭⼭県県))  

ああらら川川のの桃桃  

 

 
 

 
 

知知的的財財産産・・地地域域ブブラランンドド情情報報  
URL：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/
 

図表2-10-3 令和6(2024)年度のGI登録産品(続き) 

会会津津地地鶏鶏((福福島島県県)) 
 

御御膳膳みみそそ((徳徳島島県県)) 

枕枕崎崎鰹鰹節節((⿅⿅児児島島県県)) 
・300年以上の歴史を持つ伝統⾷品。贈答⽤から家庭⽤まで幅

広い需要があり、⽇本⼀の⽣産量を誇る。全国鰹節類品評会
では最⾼賞を数多く受賞しており、⽇本を代表する鰹節産地
として有名 

資料：農林⽔産省作成 
 

指指宿宿鰹鰹節節((⿅⿅児児島島県県)) 

・⾁⾊は⾚みが強く、⾁質はきめが細かく弾⼒があり、うま味
成分や⾷味に関与するアラキドン酸を多く含む。コクと旨み
があり、しっとりとした⾁質がどんな料理にも合う⾷材とし
て福島県内外の需要者から評価されており、福島県ブランド
認証産品に認定されるなど福島を代表するブランド地鶏と
なっている。 

・塩分濃度も⾼いが⽶麹の⽐率が⾼いことにより⽢味も強く、
熟成による酸味、渋味、苦味のアクセントを含み、りんごの
ような爽やかな⾹りも有する、深みのある豊かな味わいのみ
そである。藩主の御膳に供したため「御膳みそ」と呼ばれ、
焼きみそやおかずみそとしても⾷されるなど徳島の郷⼟料
理として根付いている。 

・上品な⾹味と深いコクを持つ最⾼級品「本枯本節」の⽣産量
は、全国の本枯本節の7割以上を占め、⽇本三⼤⽣産地の⼀
つとして知られている。全国鰹節類品評会で最⾼賞を数多く
受賞 
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す。農林⽔産省では、我が国の農林⽔産物・⾷品の海外での模倣品がジャパンブランドの
毀損や輸出促進の阻害要因となることから、外務省、独⽴⾏政法⼈⽇本

に ほ ん
貿易
ぼうえき

振興
しんこう

機構
き こ う

(以下
「JETRO

ジ ェ ト ロ
」という。)の関係省庁等と連携して、10か国・地域の輸出⽀援プラットフォー

ム1内に模倣品疑義情報に関する相談窓⼝を設置しました。窓⼝では既に海外展開している

 
1 第3章第2節を参照 

((11))  ⻑⻑年年のの栽栽培培のの歴歴史史とと品品質質のの⾼⾼ささがが評評価価さされれ「「ああらら川川のの桃桃」」ががGGII登登録録  
和歌⼭県紀

き
の川市

か わ し
桃⼭町
ももやまちょう

及び⽵房
たけぶさ

では、江⼾時代からの栽培技術の積重ねにより⾼品質なももを
⽣産しています。また、ももの花の季節には桃源郷を思わせる絶景が地域の⾵物詩となっています。
市内のもも⽣産農家や⽣産組合等で構成される「あら川

かわ
の桃

もも
振興協
しんこうきょう

議会
ぎ か い

」では、「あら川の桃」と
して全国的に⾼い知名度を持つ同地域のももについて、ブランド保護と認知度の更なる向上を図る
ため、GI登録の申請を⾏いました。そして、その⽣産の歴史と栽培技術の積重ねによる、美しい外
観や良好な⾷味が評価され、令和5(2023)年7⽉にももでは初めて登録されました。 

 
((22))  GGIIママーーククをを積積極極的的にに活活⽤⽤ししたたPPRR活活動動のの実実施施  

GIには、地域と結び付いた産品の潜在的な魅⼒や強みが可視化されることで、その産品の価値が
消費者に伝わり差別化され、ブランド価値の維持・向上につながるといった効果があります。 

同協議会が、GI登録を販売促進につなげるために実施した、SNSへの写真投稿キャンペーンは、
直売所で購⼊したももや、ももの花畑といった、多くの投稿で盛り上がりを⾒せました。また、⼤
⼿⼩売と連携したスイーツの商品パッケージへのGIロゴマークの表⽰、直売所へのポスターの掲⽰
等により、「あら川の桃」がGI産品であることを消費者に積極的に周知する取組を⾏っています。 

また、「あら川の桃」は、東南アジア等を中⼼に海外への輸出が⾏われており、GI産品であるこ
とによる海外でのブランド価値向上や販路拡⼤が期待されています。 

((事事例例))  GGIIをを活活⽤⽤ししたたPPRR活活動動にによよるる販販売売戦戦略略をを実実施施((和和歌歌⼭⼭県県))  

ああらら川川のの桃桃  

 

 
 

 
 

知知的的財財産産・・地地域域ブブラランンドド情情報報  
URL：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/
 

図表2-10-3 令和6(2024)年度のGI登録産品(続き) 

会会津津地地鶏鶏((福福島島県県)) 
 

御御膳膳みみそそ((徳徳島島県県)) 

枕枕崎崎鰹鰹節節((⿅⿅児児島島県県)) 
・300年以上の歴史を持つ伝統⾷品。贈答⽤から家庭⽤まで幅

広い需要があり、⽇本⼀の⽣産量を誇る。全国鰹節類品評会
では最⾼賞を数多く受賞しており、⽇本を代表する鰹節産地
として有名 

資料：農林⽔産省作成 
 

指指宿宿鰹鰹節節((⿅⿅児児島島県県)) 

・⾁⾊は⾚みが強く、⾁質はきめが細かく弾⼒があり、うま味
成分や⾷味に関与するアラキドン酸を多く含む。コクと旨み
があり、しっとりとした⾁質がどんな料理にも合う⾷材とし
て福島県内外の需要者から評価されており、福島県ブランド
認証産品に認定されるなど福島を代表するブランド地鶏と
なっている。 

・塩分濃度も⾼いが⽶麹の⽐率が⾼いことにより⽢味も強く、
熟成による酸味、渋味、苦味のアクセントを含み、りんごの
ような爽やかな⾹りも有する、深みのある豊かな味わいのみ
そである。藩主の御膳に供したため「御膳みそ」と呼ばれ、
焼きみそやおかずみそとしても⾷されるなど徳島の郷⼟料
理として根付いている。 

・上品な⾹味と深いコクを持つ最⾼級品「本枯本節」の⽣産量
は、全国の本枯本節の7割以上を占め、⽇本三⼤⽣産地の⼀
つとして知られている。全国鰹節類品評会で最⾼賞を数多く
受賞 
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配組合せの予測や幼苗の葉のDNAを⽤いた将来の形質の予測等により、品種開発の迅速
化・効率化を図るスマート育種⽀援システムの構築を推進しています(図図表表22--1100--44)。 

 

 
 
また、近年では天然毒素を低減したばれいしょを始め、ゲノム編集技術1を活⽤した様々

な研究が進んでいます。⼀⽅、ゲノム編集技術は新しい技術であるため、理解の促進が必
要です。農林⽔産省では、ゲノム編集技術を活⽤した現場を体験できるオープンラボ交流
会やシンポジウムの実施、ゲノム編集技術を分かりやすく解説した漫画等のコンテンツを
作成したほか、⼤学や⾼校に専⾨家を派遣して出前講座等を⾏うなど、消費者に研究内容
を分かりやすい⾔葉で伝えるアウトリーチ活動を実施しています。 

 
((新新たたなな品品種種導導⼊⼊にに向向けけたた現現場場ででのの取取組組をを促促進進))  

病気に強い品種や多収品種等の新しい品種の導⼊に当たっては、現場での普及を推進し
ていくことが必要です。 

例えば⾼温耐性に加えて多収性やいもち病抵抗性も備えた⽔稲品種「にじのきらめき」
は、開発段階から県と連携した実証圃

じっしょうほ
の設置や技術指導等を⾏うことにより、6県2におい

て奨励品種に採⽤されるなど、作付けが拡⼤しています。また、平成30(2018)年から発⽣
が拡⼤したサツマイモ 基 腐 病

もとぐされびょう
に対して抵抗性を持ち、焼酎加⼯適性が⾼く、でん粉の原

料⽤としても適しているカンショ品種「みちしずく」は、⿅児島県及び宮崎県において、
県、⽣産者、研究機関が連携して従来品種との置換えに取り組み、令和6(2024)年には1千
haを超える普及につながりました。 
 

 
1 ⾃然で起きるランダムな突然変異を狙った場所で起こすことで、ある⽣物がもともと持っている遺伝⼦を効率的に変化させる技術 
2 令和7(2025)年3⽉末時点で、茨城県、群⾺県、⼭梨県、静岡県、和歌⼭県、佐賀県の合計6県 

図表2-10-4 スマート育種⽀援システム 

資料：農林⽔産省作成 
 

3
穂数等を⾃動計測

⾚枠が穂

優良な形質を持つ品種を効率的に短期間で開発

⾃動計測による形質評価

ムギの画像

収
量

出穂⽇

想定される
⼦世代

交配親
１ 2 将来形質を予測

幼苗のゲノム情報から
将来の形質を予測し、
AIで選抜

最適な交配組合せの予測

育種ビッグデータと
AIによる予測モデル

 

⼜は海外展開を検討中の事業者・団体から広く情報提供や相談を受け付け、模倣品に対す
る侵害対策⽅法や模倣品を防ぐための知的財産の活⽤⽅法について専⾨家等による提案・
助⾔を⾏っています。これらの情報を基に、現地での商標取得等の権利化を促進するとと
もに、模倣等の侵害が疑われる事案については現地当局に情報提供の上、適切な取締りを
依頼することとしています。 

 
((22))  新新たたなな品品種種のの導導⼊⼊促促進進  
((⾼⾼いい品品質質やや加加⼯⼯適適性性をを維維持持ししつつつつ多多収収化化等等にに資資すするる優優良良品品種種のの育育成成をを推推進進))  

⾷料の安定供給を確保するためには、⽣産性向上を始めとした課題に対応した画期的な
品種を開発していくことが不可⽋であり、そのためには産学官連携による品種開発の強化
が必要です。 

農林⽔産省では、スマート技術向けの特性を持つ新品種や多収品種等の開発に取り組む
とともに、品質の向上にも取り組んでいます。⻑期にわたる研究の結果、令和6(2024)年
度は、機械化適性を持ちながら⾷味も良好なリンゴ「紅つるぎ」や多収でありながら⾖腐
加⼯適性も良い⼤⾖「そらたかく」が開発されました。 

 

 
 
また、気候変動等に対応し、⾷料安全保障に貢献する画期的な新品種の開発には育種素

材となる多様な特性を有する植物遺伝資源の確保が不可⽋です。耐乾性や耐病性等のこれ
までにない特性を有する植物遺伝資源の確保のためには、海外における探索と収集が必要
であり、東南アジアや中央アジア諸国等の新たな地域の国々と連携体制を構築し、海外の
植物遺伝資源の収集・保存・提供を促進しています。 

 
((ススママーートト育育種種⽀⽀援援シシスステテムムややゲゲノノムム編編集集技技術術のの活活⽤⽤等等をを推推進進))  

従来の交配による品種の開発には、多数の組合せによる交配を⾏い、⼦世代の多くの個
体を栽培し、その中から優良な形質を持つ個体を選抜すること等から、10年以上の⻑い期
間と多⼤な労⼒が必要です。 

このため、農林⽔産省では、これまで、病害抵抗性等の優良な形質を持つ個体を早期に
判別できる⽬印となる特定のDNA配列(DNAマーカー)の開発等により、品種開発の迅速
化・効率化を図ってきました。 

近年、⾷料安全保障や気候変動等に対応できる優良な品種の開発と普及の迅速化がます
ます重要となっていることから、ゲノム情報等のビッグデータとAI等を活⽤し、最適な交

既既存存品品種種((左左))とと  
新新品品種種「「そそららたたかかくく」」((右右))
資料：農研機構 

既既存存品品種種((左左))とと  
新新品品種種「「紅紅つつるるぎぎ」」((右右))  

資料：農研機構 
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